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「市民の目フォーラム北海道」会報第 16 号（11 年 4 月）

事務局   市川守弘法律事務所内（札幌市中央区大通西

11丁目 北海ケミカル札幌ビル７Ｆ） 

http://shimin-me.net/  ☎ 050-7524-8995 

e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

 
 

「市民の目フォーラム北海道」は、警察の様々な問題に関心のある幅広い市民が集まり、警察に関す

る情報や意見を交換し、真に市民のための開かれた警察実現のために活動しています。 

 

観測史上最大規模の地震による津波、最悪の原発事故により、ご家族をなくさ

れた皆様、家や家財を失い避難生活を余儀なくされている皆様に、心よりお見舞

い申し上げます。一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。 

 

 

 

連日、東日本大震災と東京電力福島第一原発事

故のニュースが伝えられています。 

 2011（平成 23）年 3月 28日「市民の目フォーラ

ム北海道」からも、被災地の１日も早い復興を願

い、見舞金を送ることにしました。「市民の目フォ

ーラム北海道」の運営に必要な経費は、皆さんの

カンパにより賄わせていただいており、見舞金の

支出は当フォーラムの事業とは直接の関係はあり

ませんが、会員の総意により、例年開かれていた

総会を中止することによりねん出した５万円を見

舞金として、北海道新聞の「東日本大震災義援金」

に寄託しました。皆さんのご理解と当フォーラム

に対するご協力をお願いする次第です。 

東北ガンバレ! 日本ガンバレ！

 

 

 

 

「市民の目フォーラム北海道」は、3月 4日、警察庁を管理する国家公安委員会（委員長 中野寛成）

と警視庁を管理する東京都公安委員会（委員長 鴨下重彦）宛てに、以下の問題についての、考えを糺

すため公開質問状を送った。質問の対象とした問題は以下のとおりである。 

 

1. 平成 22年 3月 30日、国松元警察庁長官狙撃事

件の時効が成立した際、警視庁が「警察庁長官

狙撃事件の捜査結果概要」を公表した問題 

2. 平成 22年 10月 28日、インターネット上に国

際テロ捜査に関する警視庁公安部外事第 3課

などの内部資料とみられる文書データが流出

した問題 

3. 本年 2月 2日、警視庁が捜査中の大相撲の野

球賭博事件で押収した携帯電話に残されてい

た八百長に関不していたとみられる複数の力

士のメールの内容、力士名等を、警察庁を通

じて文部科学省に提供した問題

  

回答期限の 3月 25日までに、いずれからも回答はなかった。 

公開質問状の内容はホームページで覧いただきたい。 

大相撲八百長メール横流しなどで 

国家、東京都両公安委員会へ公開質問状を提出 

「市民の目フォーラム北海道」から被災地へ見舞金 

 

http://shimin-me.net/
mailto:shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp
http://yamano-kakeru.blog.eonet.jp/photos/uncategorized/2008/07/16/ieim5yq4.jpg
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昨年（平成 10年）の道警職員の懲戒処分数は

25 人と前年からほぼ倍増したという。 

今年になってもその勢いは止まらない。 

1月 19日、捜査第 2課の 40 代の警部補が虚偽

の参考人供述調書を作成したことが発覚、2月 8

日、今度は道警刑事部組織犯罪対策局・組織犯罪

対策課のＴ警部補（55歳）が、知人の男性Ｓ（45

歳）に頼まれ、この男性の知人の犯罪歴を教えた

として、この知人男性とともに、地方公務員法（守

秘義務）違反で逮捕、さらに収賄で再逮捕された。  

この問題では、道警の刑事部組織犯罪対策局・

捜査第 4課統括官のＩ警部（50 歳）が 2月 18日

自殺した。Ｉ警部は、Ｔ警部補とともにＳが経営

する飲食店に行ったことがあるとして、前日に道

警本部監察官室の取調べを受けていたという。

 

 

警察が犯罪を捜査する根拠は、警察法第 2条に

「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任

じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、

交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当る

ことをもってその責務とする。」とあるからだ。そ

して警察官の犯罪捜査の権限は、刑事訴訟法第 189

条第 2項「司法警察職員は、犯罪があると思料す

るときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。」

で具体化されている。  

 警察官には、地方公務員法上の守秘義務がある

が、警察官の犯罪捜査の基本を定めた犯罪捜査規

範（国家公安委員会規則）第 9条には「捜査を行

うに当たっては、秘密を厳守し、捜査の遂行に支

障を及ぼさないように注意するとともに、被疑者、

被害者、その他事件の関係者の名誉を害すること

のないように注意しなければならない。」とある。 

 これが捜査の基本だ。犯罪歴は無論だが、犯罪

捜査の過程では、個人のプライバシーに関する

様々な秘密を知ることが多い。被疑者の氏名や犯

罪事実、差し押さえた証拠品など捜査の内容や今

後の予定も捜査上の秘密だ。捜査員の一人が、こ

うした情報を外部に漏らすことによって、犯人が

适走したり、証拠隠滅を図る。口の軽い捜査員は

仲間からも信用されない。犯罪捜査の基本を守れ

ない捜査員はそれだけで失格だ。 

 

 

  

ところが、昨今、警察は組織として「捜査上の

秘密」を無視している。いくつかの例をあげてみ

よう。例えば、指名手配被疑者の公開手配である。

最近は、指名手配制度がまるで公開が原則のよう

に運用されている。最近では懸賞金付きの指名手

配まである。指名手配は、ある警察が逮捕状が出

ている被疑者の逮捕をほかの警察に依頼する手配

である。逮捕状を取っただけに過ぎないから、単

なる容疑者に過ぎない。犯人とは断定できない。 

しかし、最近は、推定無罪は関係ないとばかり、

特別手配と称して、被疑者を犯人と断定し、実名・

写真入りで公開手配しているケースがある。        

しかし、指名手配はあくまでも警察内部の仕組み

であって、非公開が原則である。このことに、マ

スコミも国民も異を唱えることもない。 

 最近は、汚職事件で市役所に捜索に入る捜査員

の映像、暴力団事務所に捜索に入る捜査員の映像

等がよくテレビで放映される。ひどいときには、

賭博、覚せい剤、売春の手入れの現場の映像が被

疑者の顔にぼかしを入れて放映されるときもある。

しかし、捜索・差押の日時や場所等は、本来、立

派な捜査上の秘密だ。相手方に漏れてしまうと証

今年も続発する道警丌祥事 

警部補が情報漏えい、収賄、警部は自殺 

捜査の基本「秘密を守る」を守れない捜査員 

組織も守らない「捜査上の秘密」 
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拠の隠滅、廃棄、隠匿等が行われる恐れがあり、

捜査に重大な影響があるからだ。捜索・差押の様

子が一斉に報道されるのは、警察の記者クラブに

加入しているテレビ局や新聞社に警察の広報担当

者が情報を流しているからだろう。偶然、その時

間、その場所に、記者がカメラを持って居合わせ

たわけではあるまい。 

 もし、同じことを現場の警察官がやったら、地

方公務員法（守秘義務）違反に問われ、たちまち、

懲戒免職だ。捜索・差押という捜査活動は、まる

でマスコミとの共同作業になっている。 

 本年 2月 2日、警視庁が捜査中の大相撲の野球

賭博事件で押収した携帯電話に残されていた八百

長に関不していたとみられる複数の力士のメール

の内容、力士名等を、警察庁を通じて文部科学省

に提供した問題も、何の法律的な根拠のない違法

な行為である。野球賭博事件の捜査で知った秘密

を外部に漏らす行為は地方公務員法（守秘義務）

違反の疑いがある。こちらも、警視庁という組織

と文科省という組織がやったことだからお構いな

しということだろ。マスコミは、知らぬ顔の半兵

衛を決め込んでいる。

 

 

 

 

この訴訟は平成 16年 5月 24日、熊本県警機動

隊の待機宿舎(誠和寮)で、原告の長男の山田真徳

君(当時 22歳)が「迷惑かけてごめんなさい。僕

は死にます。先輩たちのせいではありません･･･。」

と書き残し首つり自殺したのは、熊本県警の警察

官らによる「いじめ行為」によるものだとして、

その当時、県警剣道首席師範であった父親の博徳

氏が退職後、妻の真由美さんと、平成 19年 4月 5

日、札幌市の市川守弘弁護士を代理人として、熊

本県（県警）を相手取って、それぞれ約 3,180万

円を支払うよう求めた訴訟で、県警は「いじめは

なかった」と主張していた。 

第 11回の口頭弁論を経て、その判決が、平成

23 年 2月 16日、熊本地裁民事第 3部(長谷川浩二

裁判長)で言い渡された。判決は、熊本県警機動

隊剣道特練部員らによるいじめを認定したもの

の、いじめと自殺の因果関係は認めず、原告らに

対し、それぞれ 100万円及びこれに対する平成 16

年 5月 24日から支払済みまで年 5分の割合によ

る金員を支払うように命じた。 

警察官の自殺で訴訟が提起されるのも稀だが、

いじめと自殺との因果関係は認めなかったが、い

じめが認定されたのも画期的だ。 

訴訟の争点は、1いじめの有無について、2い

じめと自殺との因果関係、3故意又は過失、4被

告の責任、5自殺未遂事件に関する報告義務違反、

6救命救護義務違反、7損害 であった。このう

ち、1と２について要約する。(*…は筆者注)

 

（1）いじめの有無について 

（＊剣道特練部監督）Ｋ、（＊逮捕術部監督）

Ａら一部の者を除き，現役の部員及びＯＢを含

めた剣道特練部監督の関係者の中で孤立し、人

間関係に悩んでいたことは明らかである。また、

真徳が（交際中の女性警察官）Ｎに傷を見せた

ことなどからすると、練習相手から故意に突き

技を外して首筋を傷付けられたことがあったと

推認される。（ただし、後述のとおり、原告ら

主張のようにこれが恒常的ないし多数回にわた

り行われたとは認められない。） 

（＊真徳の警察学校在籍中の教官）Ｍにおい

て、練習の域を超えた身体的攻撃が真徳に加え

られたと認定することができる。 

真徳が人間関係で悩んでいたことの原因につ

いてみると、真徳の側にも、部員らの間に溶け

込もうとしない消極的な姿勢があったことは否

熊本県警いじめ自殺訴訟判決 

熊本地裁 剣道特錬部員らのいじめを認定 

http://srd.yahoo.co.jp/IMG/ig=300x203/id=ANd9GcRo59-bVFASU5qNMka5doWicDTiotmwrJJFskEPmhwNOTUaKk7H4yJilw/l=cu/da=d/tid=jpc003/bzi=0/q=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88 %E7%84%A1%E6%96%99 %E5%89%A3%E9%81%93/SIG=128go1p5h/EXP=1301762042/*-http:/clipart.myds.jp/martial_arts/kendo_bogu/b.gif
http://srd.yahoo.co.jp/IMG/ig=197x200/id=ANd9GcQzyvM8oHkGttsETHFl2trt-pQGUJ7u9vCJ5wUYw6tann3FTqZzR2CRzQ/l=cu/da=d/tid=jpc003/bzi=0/q=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88 %E7%84%A1%E6%96%99 %E5%89%A3%E9%81%93/SIG=1282kl3pm/EXP=1301762101/*-http:/clipart.myds.jp/martial_arts/kendo_bogu/c.gif
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定し難い。 

しかし、部員らが原告博徳に対して丌満を持

ち反発していたことからすれば、真徳にはさし

て落ち度がないにもかかわらず、原告博徳に対

する感情を子の真徳にも及ぼして、真徳に対し

あえて話し掛けないなどといった態度を取り、

結果的に真徳を孤立させたと解することが相当

である。 

そうすると、剣道特練部の部員らが真徳を孤

立した状態に置き、これを長期間継続させたこ

と及び真徳の首筋を傷付けるなどした行為（以

下、これらを「本件疎外行為等」という。）は、

真徳の身体及び人格的利益を害するものとして

違法であると判断するのが相当である。 

 

（2）いじめと自殺の因果関係について  

原告らは部員らによるいじめが自殺の原因で

あると主張するが、原告らの主張する「いじめ」

のうち証拠上認め得るのは本件疎外行為等の限度

であって、その内容は、疎外行為としては、部員

らが積極的に真徳に話し掛けなかったというにと

どまり、真徳が話し掛けてくるのを拒絶したり、

あえて虚偽の集合場所を教えたりといった悪質な

ものがあったとは認められない。また、身体的な

攻撃についても継続的又は多数回にわたり繰り返

されたと認めるべき証拠はないことは上記のとお

りである。そして、真徳が当時 22歳の警察官であ

ったことを勘案すると、本件疎外行為等は、真徳

と同様の状況に置かれた者に対して、それ自体が

自殺を招来させるほど重大なものであったとは認

め難い。 

他方、人間関係に関する悩みが強まり、その解

消手段がないという状況に置かれた真徳にとって

（＊交際中の）Ｎとの関係が悪化したことが自殺

を決断する直接の原因になったことは否めないと

考えられる。なお、前記認定のとおり、真徳は自

殺の前夜にＮと電話をしているが、その内容につ

きＮはプライベートなことであるとして証言を拒

んでおり、電話の約束があったことから直ちに両

者の男女関係が悪化していなかったと認めること

はできない。 

以上によれば、本件疎外行為等と真徳の自殺の

間に因果関係があるとは認められないと判断する

のが相当である。 

 

 

 

熊本県警にとって、組織内でいじめが原因で若

い警察官が自殺したとなれば一大丌祥事になる。

できれば、自殺があったことを隠ぺいしたい。露

見したときには、その原因・動機が個人的な問題

であり、警察組織とは関係がないということで終

わらせたい。これが警察の基本的な考え方である。

再発を防止しようという発想は、警察にはない。

真徳君の自殺が、新聞で報じられたのは、40日後

の平成 16年 7月 4日のことだった。熊本地裁に

提出した「機動隊員の自殺事案に関する調査結果

について（報告）」の「自殺の原因・動機につい

て」をはじめ、全ての調査項目をマスキング、「い

じめ等の非違事案について」は、その存在を確認

することはできなかったと記載されていた。さら

に、真徳君の遺体を検視した「検視調書」を裁判

所に提出せず、それに代えて「検視等結果報告書」

なる内部文書を提出した。この文書も遺書の内容

以外はすべてマスキングされていた。 

しかし、いじめの構図は判決においてほぼ解明

されている。真徳君に対するいじめを行ったとさ

れる現職警察官らは、全員が、熊本県警剣道特練

部ＯＢのＫ・Ｔが立ち上げ、会長を務める徹志会

の部員であった。Ｋ・Ｔは、原告博徳がＫ・Ｔを

警察大学校に推薦しなかったために熊本県警の剣

道指導者になれなかったことなどから、原告博徳

に対し丌合理な私怨を抱ており、徹志会に入らな

い者を「山田派」として排除し、原告博徳を排除

しようとしたと思われる、と判断している。

県警の隠ぺいの壁を破れなかった判決 
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この訴訟では 13 人の現職警察官が証言台に立った。しかし、いじめを知っていると証言したのは、

真徳君と交際していた女性警察官のＮさんだけであった。いじめを知っているはずの警察官で、いじめ

があったと証言をした警察官はいなかった。 

 

 

 

  

真実はヤミの中 

組織の方針に反する証言をすることは、警察官

としての人生の終わりを意味する。原告に有利な

証言を期待することはできない。 

これが警察相手の国賠訴訟の最大の壁である。

真徳君が亡くなった今、当時の「徹志会」なる団

体に加入していた剣道特練部やそのＯＢの警察官

たちが、真徳君に対し恒常的にどのようないじめ

を行ったのか、その真実はヤミの中である。 

一方、争点となった｢いじめの有無｣に関する裁

判所の判断のなかで、首席師範であった原告博徳

氏が、真徳君に対するいじめ等について、｢手を

こまねいたまま傍観していたのであって、首席師

範の責務を怠った｣と判断しているのはあまりに

も皮相的である。これは、裁判所が、警察組織の

指導・監督関係を知らないことによる誤った判断

である。

 

父として 

真徳君に対する指導・監督の責任は、真徳君の

所属の機動隊長にあった。原告博徳が直接、指導・

監督することはできない。もし、原告博徳氏が自

ら徹志会の主宰者であるＫ・Ｔ氏に抗議するなど

の行動に出たときには、公私混同の批判を浴び、

さらに混乱を大きくし、真徳君に対するいじめは

エスカレートしたに違いない。警察組織内におい

ても、自分の子息の問題だから恣意的に行動した

と、非難されることになる。従って、原告博徳氏

としては、真徳君の問題への対応を真徳君の上司

である機動隊長に連絡、自らの上司である教養課

長や警務部参事官に報告し、自らが問題解決に乗

り出すことを回避したのは、警察の幹部として取

るべききわめて適切な選択であった。

 

裁判所の判断 

また、争点となった｢いじめと自殺の因果関係｣

についての裁判所の判断は、「証拠上認められる

のは本件疎外行為の限度であって、悪質なものが

あったと認められない。身体的な攻撃も継続的又

は多数回にわたり繰り返されたと認めるべき証拠

はない。」だったが、本来、いじめは陰湿な行為

である。人目につかない場所で繰り返し、真綿で

首を絞めるように行われるものである。集団リン

チとは違うのだ。 

裁判所には、もう少し、こうした警察組織の隠

ぺい体質に関するする洞察があってもよかったの

ではないか。

 

涙の証言 

唯一、真徳君の自殺はいじめが原因だと証言し

た女性警察官Ｎさんが、真徳君が自殺した前夜に

交わした電話の内容をプライベートなこととし

て証言を拒否したことについて「両者の男女関係

が悪化していなかったと認めることはできない」

としたのは、証言の最後に「私が彼を

支えてあげることができたら、もしか

したらこういうことにはならなかった

と思います。」と述べた彼女の心情を考

えると、心ない言い方である。
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   相談ＢＯＸ受理集計表（平成 23年 1回目） 

23.1.1～ 23.3.31（ ）は累計 

相 談 等 の 内 容 相  談  者  区  分 

 手    段 メール 電 話 その他 警察職員ＯＢ 一般市民 計 

警
察
関
係
の
相
談

等 

 

苦   情  1（ 1）     1  ( 1） 1  ( 1) 

相   談 9 ( 9) 3 ( 3)    12 (12) 12  (12） 

要   望     1 ( 1)  1 ( 1) 1  ( 1) 

情報提供 5（ 5）        5 ( 5) 5  ( 5) 

そ の 他 2 ( 2)     2 ( 2) 2  ( 2) 

  その他の相談   1 ( 1)  1 ( 1) 1  ( 1) 

 合   計 17 (17) 3 ( 3） 2 ( 2)    22 (22) 22 (22) 

 

市民の目フォーラム北海道」では、警察の仕事に関する苦情や相談をいつでも受け付けて 

います。相談は無料です。秘密は厳守します。電話やメールで気軽に相談して下さい。 

  ☎ 050－7524－8995   e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

 

 

最近の相談内容 

意外に思われるかもしれないが、相談ＢＯＸに寄せられる相談には弁護士からの

ものも多い。警察の実態を知りたいというものだが、中には、裁判に使う「意見書」

を書いて欲しい、あるいは証人になって欲しいとの要請もある。  

「市民の目フォーラム北海道」では、有名な冤罪事件の鹿児島志布志事件、富山の氷見事件等の国賠

訴訟、北海道の国賠訴訟では、道警山岳遭難救助隊の積丹岳遭難訴訟、道警人事権乱用訴訟について、

積極的に支援活動を行っているためだと思われる。 

しかし、国賠訴訟の壁は厚い。原告の勝率はわずか2％に過ぎないとされる。こうした現状を打破す

るためにも、これからも国賠訴訟の実態を知らせる活動を続けて行きたい。 

 

【カンパのお願い】 

「市民の目フォーラム」の活動は、皆さんのカンパで支えられています。 

カンパをいただいた方には「会報」をお送りします。カンパについては、払込取扱票を 

お送りしますので電話又はメールで事務局にお問い合わせください。  

 

編集後記 

市民の目フォーラム北海道の会員も個々人それぞれにできる限りの支援をし

ている。募金をしたり物資を提供したりはもちろんのこと、会員の中には地震と

原発両方の被害に遭われた知人家族を札幌に呼び寄せ支援している方もいる。 

汚染されたその地には、何十年も人が住めないだろう。安全神話が崩れ、果て

しないほどの甚大な放射能の被害。                  夢子          

mailto:shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp

